
 

船舶事故調査報告書 

令和７年５月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和６年５月２７日 ０３時３０分ごろ 

発生場所 鹿児島県種子
た ね が

島東方沖（公海上） 

 種子島灯台から真方位０８２°７８.９海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３０°３３.６′ 東経１３２°２８.１） 

事故の概要  油タンカーSWARNA
ス ワ ル ナ

 JAYANTI
ジャヤンティ

は、南西進中、また、漁船子宝
し ほ う

丸は、西

北西進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和６年６月２５日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 油タンカー SWARNA JAYANTI（インド共和国籍）、５７,７２７トン 

   ９４６７７２０（ＩＭＯ番号）、THE SHIPPING CORPORATION OF 

INDIA LIMITED 

Ｂ 漁船 子宝丸、１９トン 

   ＭＺ２－２００２８（漁船登録番号）、有限会社佐藤水産 

   第２８２－１７８２７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（インド共和国籍）、免状不詳 

航海士Ａ（インド共和国籍）、免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

損傷 Ａ 不詳 

Ｂ 右舷中央部から船尾部にかけて亀裂を伴う擦過傷 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約２.０ｍ 

事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか２６人（全員インド共和国籍）が

乗り組み、空倉でシンガポール共和国シンガポール港に向けて千葉県

千葉港を出航した。 

 Ａ船は、法定灯火を表示して、航海士Ａ及び操舵手が船橋当直に当

たり、種子島東方沖を約１２.０ノット（kn）の速力（対地速力、以

下同じ。）で自動操舵により南西進していた。 

 Ａ船は、同じ針路及び速力で航行していたところ、Ａ船の船首部と

Ｂ船の右舷船尾部とが衝突した。 

 船長Ａは、種子島付近を航行中、海上保安庁から国際ＶＨＦ無線電

話等でＢ船と衝突したことを告げられ、船首部を点検して明確な損傷

は認めなかったものの、本事故の発生を知った。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか７人（日本国籍２人、インドネシア共和国籍５



 

人）が乗り組み、法定灯火を表示して、まぐろはえ
．．．．．

縄漁を終えて鹿児

島県鹿児島市鹿児島港へ帰航中、約８kn の速力で自動操舵により種子

島北方沖に経由地を設定して西北西進していた。 

 船長Ｂは、単独で船橋当直につき、ＡＩＳ重畳表示機能を有する

レーダーを６Ｍレンジのノースアップ表示として、他船が２Ｍレンジ

内に接近すると警報音が鳴るように設定し、船橋の床で体を横にする

などして休息しながら警報音が鳴ったら操船に当たるつもりでいたと

ころ、いつしか居眠りした。 

 船長Ｂは、Ａ船の汽笛の音で目を覚まして起き上がり、船首方に他

船は見えなかったので操舵室右舷後方の扉を開けたところ、右舷後方

至近にＡ船を認め、その直後に衝撃を受けて扉の枠に左瞼
まぶた

の上部を

打った。 

 船長Ｂは、乗組員の負傷状況及びＢ船の損傷状況を確認し、本事故

の発生を１１８番通報した後、宮崎県日南
にちなん

市油津
あぶらつ

港へ自力航行した。 

 船長Ｂは、衝突後、レーダーの警報音が鳴っていたことに気付い

た。 

 船長Ｂは、７日間連日操業した後であったので疲労が蓄積してい

た。 

 船長Ｂは、長時間の帰航中であっても、ふだんから乗組員と船橋当

直を交替することなく一人で操船に当たっていた。 

分析  Ａ船は、南西進中、Ｂ船と衝突したものと考えられるが、航海士Ａ

から情報が得られなかったことから、Ａ船の衝突に至る状況を明らか

にすることができなかった。 

 Ｂ船は、自動操舵で西北西進中、単独で船橋当直中の船長Ｂが、船

橋の床に体を横にした状態で居眠りしたことから、Ａ船に接近してい

ることに気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、レーダーの警報音が鳴ったら操船に当たろうと思ってい

たが、７日間連日操業を行った後の疲労が蓄積した状態のまま長時間

の単独船橋当直に当たったことから居眠りをし、警報音が鳴っても目

が覚めなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が南西進中、Ｂ船が西北西進中、両船が衝突

したものと考えられる。 

 船長Ｂは、居眠りをしており、衝突するまでＡ船に気付かなかった

ものと考えられる。 

再発防止策  船長Ｂは、本事故後、船橋当直を機関長以外の乗組員による２時間

交替制とし、航行中、レーダーの他船の接近による警報音を船橋以外

にも聞こえるように設定した。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船橋当直者は、他船と衝突のおそれのある見合い関係になった場



 

合、海上衝突予防法上の保持船であっても、状況に応じて衝突を

避けるための措置を採ること。 

 ・船長は、疲労が蓄積した状態で長時間の単独船橋当直に当たるこ

となく、他の乗組員と当直を交替するなどして居眠り運航の防止

を図ること。 

 


